
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和６年４月１日から令和６年９月３０日までの随意契約
【総務部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

総務課
八尾市庁舎非常用
直流電源設備保守
点検業務

令和6年4月1日
古河電池（株）　
関西支社

大阪市中央区瓦町四
丁目２－14京阪神瓦
町ビル９階

583,000
当該装置は同社が製作した装置であり、同社で
ないと保守ができないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎中央監
視盤等システム保
守点検業務

令和6年4月1日

パナソニックEW
エンジニアリン
グ　（株）　近畿
支店

大阪市中央区城見二
丁目１番61号

4,086,000
当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社が製作した装置であ
り、同社でないと保守ができないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎ガス
タービン発電機設
備保守点検業務

令和6年4月1日

（株）カワサキマ
シンシステムズ　
統括本部　ガス
タ－ビンサ－ビ
ス本部　西部事
業所

兵庫県明石市川崎町
１番１号

759,000
当該装置は同社が製作した装置であり、同社で
ないと保守ができないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎自家用
電気工作物精密点
検業務

令和6年4月1日 日本電検（株）
大阪市中央区高津一
丁目３番５号

1,079,870

点検経過等の履歴を把握し、点検ポイントも熟知
しているため、本業務を最も効率的で、適切・確
実に履行できるため。（地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎冷凍・
空調設備保守点検
業務

令和6年4月1日
三菱電機ビルソ
リューションズ
（株）　関西支社

大阪市北区天満橋一
丁目８番30号ＯＡＰタ
ワー

1,306,800
当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社が製作した装置であ
り、同社でないと保守ができないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎防災設
備保守点検業務

令和6年4月1日 阪和通工（株）
大阪市天王寺区南河
堀町３番34号シグナ
ルセンタービル

1,320,000

当該設備における施工業者であり、点検経過等
の履歴を把握し設備維持管理を最も安全かつ効
率的で、適切、確実に履行できるため。（地方自
治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

令和6年度　随意契約の公表（総務部）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

総務課
八尾市庁舎吸収冷
温水機保守点検業
務

令和6年4月1日
川重冷熱工業
（株）　西日本支
社

大阪市東淀川区東中
島一丁目19番４号

1,650,000
当該装置は同社が製作した装置であり、同社で
ないと保守ができないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎本館エ
スカレーター保守
点検業務

令和6年4月1日
東芝エレベ－タ
（株）　関西支社

大阪市阿倍野区阿倍
野筋一丁目１－43

1,940,400
当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社が製作した装置であ
り、同社でないと保守ができないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎駐輪場
賃借料

令和6年4月1日
八尾市情報公
開条例第6条第
1号より非公開

同左 2,112,000

市庁舎に近接しており、立地条件及び面積等駐
輪場として有効的に使用できる条件を満たしてい
るため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号該当）

総務課
電話交換設備保守
業務

令和6年4月1日
西日本電信電
話（株）　関西支
店

大阪市西区阿波座二
丁目１番11号

2,112,000

故障時の原因究明や災害時等の迅速かつ確実
な機能回復は公衆網及び本庁舎電話交換設備
を熟知している必要があるため、長年本庁舎の
電話通信設備に関わっており、知識と経験が特
段豊富な同社が、当該業務を最も円滑かつ確実
に遂行できるため。（地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎議場音
響設備等保守点検
業務

令和6年4月1日

（株）ＪＶＣケン
ウッド・公共産業
システム　関西
支店

大阪市福島区鷺洲一
丁目11番19号大阪福
島セントラルビル４階

2,739,000
当該装置は同社が製作した装置であり、同社で
ないと保守ができないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎消防設
備保守点検業務

令和6年4月1日
日本ドライケミカ
ル　（株）

大阪市淀川区西宮原
一丁目４番13号FGEX
新大阪ビル５階

2,662,000

当該設備における施工業者であり、点検経過等
の履歴を把握し設備維持管理を最も安全かつ効
率的で、適切、確実に履行できるため。（地方自
治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎非常用
自家発電設備点検
整備業務

令和6年4月1日
ヤンマーエネル
ギーシステム　
（株）　大阪支社

兵庫県尼崎市潮江一
丁目３番30号

3,187,800
当該装置は同社が製作した装置であり、同社で
ないと保守ができないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

総務課
八尾市庁舎エレ
ベーター保守点検
業務

令和6年4月1日
三菱電機ビルソ
リューションズ
（株）　関西支社

大阪市北区天満橋一
丁目８番30号ＯＡＰタ
ワー

3,075,600
当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社が製作した装置であ
り、同社でないと保守ができないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課
八尾市庁舎特高変
圧器二次地絡過電
流継電器更新

令和6年4月1日
富士電機（株）
関西支社

大阪市北区大深町３
番１号グランフロント
大阪タワーB

3,674,000

市庁舎特高受変電設備地絡過電流継電器の不
具合により市庁舎全館停電が生じたことから、安
定的に庁舎機能を維持するには、当該装置を作
成した同社が最も適切かつ迅速に業務履行でき
るため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
5号適用）

総務課
印刷業務及びメー
ル業務

令和6年4月1日
公益社団法人
八尾市シルバー
人材センター

大阪府八尾市宮町一
丁目10番32号

単価契約
（令和6年度

当初予算額）
6,254,820

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37
条第2項に規定するシルバー人材センターから役
務の提供を受ける契約であるため。（地方自治法
施行令第167条の2第1項第3号該当）

総務課
八尾市庁舎本館地
下１階食堂空調機
取替補修

令和6年6月15日
（有）不動電機
商会

八尾市木の本２－１ 4,664,000

真夏日が続いている環境下で食堂の空調機が経
年劣化により作動しなくなったことから、安定した
食堂環境を維持するためには、同社が最も適切
かつ迅速に業務履行できるため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第5号適用）

総務課
八尾市庁舎エレ
ベーター保守点検
業務

令和6年9月30日
三菱電機ビルソ
リューションズ
（株）　関西支社

大阪市北区天満橋一
丁目８番30号ＯＡＰタ
ワー

3,075,600
当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社が製作した装置であ
り、同社でないと保守ができないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

政策法務
課

例規管理検索シス
テム更新等業務

令和6年4月1日 第一法規㈱
東京都港区南青山二
丁目11番17号

4,200,240

例規管理検索システム更新等業務においては、
平成20年度実施のプロポーザル方式により選定
した同社に委託しており、その業務の円滑を確保
するためには同社に継続して委託することが望ま
しいため。（地方自治法施行令第167条の２第１項
第２号該当）
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契約の相手方
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政策法務
課

顧問弁護士委託 令和6年4月1日
疋田・團法律事
務所弁護士疋
田淳

大阪府大阪市中央区
二丁目３番21号今橋
藤浪ビルディング４階

792,000
訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないた
め。（地方自治法施行令第167条の２第１項第２
号該当）

政策法務
課

顧問弁護士委託 令和6年4月1日
樹陽法律事務
所弁護士山田
陽彦

大阪府大阪市中央区
平野町一丁目８番15
号平野町ファーストビ
ル３階

792,000
訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないた
め。（地方自治法施行令第167条の２第１項第２
号該当）

政策法務
課

顧問弁護士委託 令和6年4月1日
田上法律事務
所弁護士田上
智子

大阪府大阪市北区中
之島二丁目２番２号
大阪中之島ビル８階

792,000
訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないた
め。（地方自治法施行令第167条の２第１項第２
号該当）

契約検査
課

大阪地域市町村共
同利用電子入札シ
ステム提供サービ
ス利用

令和6年4月1日
㈱日立システム
ズ関西支社

大阪府大阪市北区堂
島浜一丁目２番１号

23,134,650

本市が加入している大阪地域市町村共同利用電
子入札システム運営協議会において決定した開
発委託業者であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

契約検査
課

八尾市契約管理シ
ステムサービス提
供業務

令和6年5月1日
㈱日立システム
ズ関西支社

大阪府大阪市北区堂
島浜一丁目２番１号

1,597,200

現行の契約管理システムの開発業者であり、本
システムソフト（改修部分は除く。）の著作権を有
するため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

人事課 人材派遣委託契約 令和6年4月1日
株式会社バック
スグループ

東京都渋谷区恵比寿
一丁目19番19号　恵
比寿ビジネスタワー14
Ｆ

単価契約
（令和6年度

当初予算額）
57,106,000

業務内容の同一性及び業務の効率性を考えた
上、単年度もしくは事業ごとで競争入札すること
が不利と考えられるため、人材派遣の委託につ
いては3年毎に入札を行っている。（地方自治法
施行令第167条の2第1項第6号該当）

人事課
八尾市職員情報シ
ステムにおける保
守業務委託契約

令和6年4月1日
DIRインフォメー
ションシステム
ズ株式会社

東京都江東区冬木15
番6号

1,204,500

当該契約は、同社が作成した職員情報システム
における保守業務を委託するものであり、同社で
ないとシステムの不具合への迅速な対応が困難
なため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号該当）
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人事課
令和６年度 八尾市
職員ハラスメント相
談業務委託契約

令和6年4月1日
株式会社フィス
メック

東京都千代田区内神
田二丁目15番９号

990,000

適切な相談対応を行うためには内部の職員情報
を背景とした知識が必要不可欠であり、当該事業
者は本市のメンタルヘルス研修を長期にわたって
担っており、職員情報についても精通しているた
め。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

職員課 職員結核検診 令和6年7月18日 小谷診療所
吹田市江坂町四丁目
10番１号

単価契約
（年間見込額）

1,804,275円

受診者自身の身体的負担及び検診実施に係る
費用面(本市認定こども園規模での医師の派遣を
伴う単独での結核検診実施は費用対効果が低
い。）を鑑み、当該検診と職員定期健康診断の同
時実施が合理的であると判断したため。（地方自
治法施行令第167条の２第１項第６号該当)
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